　～任意後見制度の利用の仕方～
①　本人と任意後見受任者（任意後見を依頼された人）が、任意後見の内容
（契約内容）を話し合い、公証役場で公正証書を作成し、正式に契約を交わします。
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2 本人の判断能力が低下したときは、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを
します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ↓

3 任意後見監督者が専任されたら、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、
任意後見監督者の監督の下で①の契約に従って本人を支援していきます。
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